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(3) 電子顕微鏡法での分析例 

電子顕微鏡で計数対象の繊維かどうか判断する。 

計数対象繊維は、以下の条件を満たす繊維とする。 

  ・長さ：５μｍ以上 

  ・幅 ：０．２μｍ以上３μｍ未満 

 ・アスペクト比：３以上（長さ／幅≧３） 

繊維の計数は、倍率１０００倍で検鏡した視野の

数が３００視野になるまで、あるいは繊維数が４０

本以上になるまで行う。 

                          図３ 電子顕微鏡による繊維の観察画像 

計数対象繊維は、全て EDX 検出装置を用いて構

成成分を確認し、次の５つの区分に識別する。 

  ① クリソタイル 

  ② アモサイト 

  ③ クロシドライト 

  ④ その他の角閃石系アスベスト 

（アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト） 

  ⑤ その他の繊維 

（硫酸カルシウム、ロックウール、グラスウール等） 

アスベストの種類ごとに特徴的な EDX スペクト

ルを示すので、ほとんどの場合、スペクトルからア

スベストの種類を同定できる。            図４ 図３の繊維の EDX スペクトル 

図４は図３の繊維の EDX スペクトルであり、ク 

ロシドライトの EDX スペクトルの特徴と一致する。 

 

３ 電子顕微鏡の利活用例 

(1) 河川白濁の原因究明 

住民から河川が白濁しているとの通報があり、

県中地方振興局が付近を調査した。調査の結果、

付近の工場で床の清掃作業を行っており、その

作業でシリコンメタクリル酸共重合体が流出し

た可能性が浮上した。その工場が原因者とみら

れたことから、環境センターに工場下流の河川

水の分析を依頼された。 

白濁の原因物質を特定するため、浮遊物質量

(SS)を測定したろ紙から浮遊物質を採取し、電子

顕微鏡で観察した（図５）。 

図５ 電子顕微鏡によるサンプルの観察画像 
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観察により浮遊物質には人工物と思われる球体が

多量に含まれていることを確認した。球体の成分分析

を行ったところ、主成分はけい素・酸素・炭素であっ

た（図６、図７）。 

これらの観察結果及び成分分析結果により白濁の

主成分が工場由来の化学物質（シリコンメタクリル酸

共重合体）である可能性が高いことが確認できた。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 観察画像内の球体の EDX スペクトル        図７ 画像上の成分元素のマッピング 

 

 (2) 廃棄物最終処分場でサンプリングされた未知試料の同定 

ある産業廃棄物最終処分場跡地でボーリング調査を

行ったところ、繊維状物質を団子状に丸めて固めた廃棄

物が発掘された。埋め立てられた年代から、繊維状物質

がアスベストである可能性が疑われたため、産業廃棄物

課より分析を依頼された。 

電子顕微鏡による観察及び EDX スペクトルによる成

分分析の結果、繊維状物質の主成分はアスベスト（石綿）

ではなく、ロックウール（岩綿）であることが判明した。 

                           図８ サンプリングされた繊維状物質 

  

       図９ 電子顕微鏡による観察画像        図１０ 繊維の EDX スペクトル 
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４ 電子顕微鏡の原理 

環境センターで導入した走査電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope:SEM）は電子線（電

子ビーム）を試料に当てたときに発生する二次電子等を利用して試料の形状を観察する。また、

EDX 検出装置は試料に電子線を当てたときに発生する特性Ｘ線を利用して成分元素を分析する。 

実際にはまず、前処理として試料を台座に載せ、電子を当てたときに帯電しないようカーボ

ン等で蒸着する。次に、カーボン等で蒸着した試料を電子顕微鏡の試料室に台座ごとセットし、

試料室内を高真空状態にして観察する。 

従って、観察する試料はカーボン等での蒸着により帯電しない試料に加工できるものであり、

試料室内での乾燥・高真空状態でも変性しない（形状が変化しない、ガス等が発生しない）もの

である必要がある。また、試料室の広さの制限から、台座に載せる試料の厚さは数ミリ程度が限

度である。これらの条件を満たす試料（もしくは加工可能）であれば、電子顕微鏡による分析が

可能である。 

 

５ まとめ 

今回の事例で紹介した河川白濁の原因究明では、高倍率で試料を観察した結果、人工物と思

われる球体が多量に含まれることの確認ができ、原因究明調査の参考資料とすることができた。

また、廃棄物最終処分場でサンプリングされた未知試料の同定では、EDX 検出装置による試料

の成分分析により繊維状物質の主成分を同定できた。これらの事例で紹介したように、電子顕微

鏡による高倍率での観察画像や成分分析結果は環境調査等の参考資料として非常に有益であり、

今後もこれらの機能を駆使して環境行政に大いに役立てたい。 
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煙道排ガス調査における留意点について 

 

福島県環境センター ○寺内浩晃、鈴木昌子 

 

１ はじめに 

 県では廃棄物焼却炉等についてのダイオキシン類の排出基準の遵守状況を確認

するため、基準適用施設を有する事業場に対して立入検査を実施している。 

 平成２４年度は、６地点の廃棄物焼却炉において県直営の調査として環境センタ

ーが煙道排ガス調査の試料採取・分析を実施した。この煙道排ガス調査を実施した

なかで発生した不具合と、その対応の状況について報告する。 

 

２ 煙道排ガス調査で発生した不具合とその対応状況について 

 (1) 煙道排ガス調査の作業の流れと発生した不具合について 

図１に煙道排ガス調査の作業フローを示す。 

煙道排ガス調査においては、採取管の吸引ノズルの径や吸引速度等の試料採取の

条件を設定するために、煙道内部の流速や水分等を事前に測定する必要がある。そ

の測定の後、設定した試料採取の条件を用いてダイオキシン類、塩化水素及びばい

じんの試料の採取をそれぞれ行うこととなる。 

 

 

図１ 煙道排ガス調査の作業フロー 

 

 

  

   使用機材の準備等    

↓        ↓ 

 煙道の内径等の測定    CO/CO2/O2の測定  

               ↓ 

煙道内部の流速の測定 

排ガス温度の測定 

           排ガス中の水分の測定  

             ↓     ↓ 

 ダイオキシン類の  塩化水素の 

試料採取    試料採取 

                   ↓ 

ばいじんの 

試料採取 

                   ↓ 

   使用機材の片づけ    

 

福島県環境技術連絡会(2013.2) 
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この一連の作業の中で発生した主な不具合は以下のとおりである。 

 ①流速測定の際に、煙道内部の流速が速すぎたため、測定に使用していた傾斜

マノメータの指示値が振り切れた。 

 ②熱電対の接触不良や断線が生じたため、温度測定に支障が発生した。 

 ③測定孔から測定車までの距離が長く、測定孔と測定機材をつなぐホースの長

さが足りなかったため、一部機材を移動する必要が発生した。 

 ④測定に使用可能な測定孔が１つしかないうえに、測定孔の径が小さかったた

め、同時に複数の採取管を使用することができなかった。 

 ⑤試料の採取中に吸引ガス量が変動したことにより、自動等速吸引装置に異常

が発生し、等速吸引に支障が生じた。 

不具合の内容は、①、②のように使用機材の設定変更や、不良のあった部品の交

換等で対応が可能であったものから、③、④のように煙道周辺の作業環境が原因と

なって作業時間の遅延が発生する場合のように、多様なものがあった。 

 

(2) 試料の等速吸引に関する不具合とその対応について 

(1)で挙げた不具合の中で、⑤の不具合は場合によっては対応のため試料の吸引

を中断する必要が発生するなど、作業に与える影響が大きく発生の頻度も高かった。

この不具合は試料の採取中に吸引ガス量が変動したことにより発生していると考

えられ、その発生要因は以下のとおりである。 

 

○要因１ 

まず一つ目の発生要因としては、試料を吸引するホースの内部に水分がたまっ

たことが挙げられる。自動等速吸引装置は流量制御のため、採取管と複数のホー

スで接続されている。自動等速吸引装置から排ガスの測定孔まではある程度の距

離があるため、ホースがたるんでしまう部分や屈曲する部分が生じる場合がある。

そのような部分には排ガス中の水分がたまりやすいため、たまった水が流路を狭

めたことにより、吸引流量が変動し自動等速吸引装置に異常が発生したものと考

えられる。 

 

[対応] 

この現象への対応として、以下のことを行った。 

・なるべくホースにたるみが生じないように配置する。 

・定期的にホースを振動させ、ホース内部に水がたまらないようにする。 

 

 

○要因２ 

もう一つの発生要因として、採取管内部にある円筒ろ紙が外れ流路をふさいで

しまったことが挙げられる。ダイオキシン類のサンプリングに使用する採取管に

は排ガス中のばいじんを捕集するため、フィルタ捕集部に円筒ろ紙が取り付けら

れている。排ガス中の水分が多い場合や、フィルタ捕集部の温度が低くなる場合
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には、円筒ろ紙に水分が付着してしまい、ガスの通りが悪くなり圧力差が大きく

なるために円筒ろ紙が外れてしまう現象が発生した (参考：写真１) 。この外れ

た円筒ろ紙が流路の障害となり、吸引流量が変動してしまい正常な吸引ができな

くなってしまった。 

 

 [対応]  

この現象が発生した場合、一旦試料の吸引を停止して円筒ろ紙を交換すること

が必要となる。フィルタ捕集部には、リボンヒーターを巻き加熱することで水分

の付着を防いでいるが、フィルタ捕集部が１２０℃以上になると捕集されたばい

じんと排ガスの接触によりダイオキシン類が二次生成する可能性があるため、強

い加熱は測定結果に影響を及ぼすことが懸念される。 

そのためこの現象への対応として、写真２のようにフィルタ捕集部前に空のイ

ンピンジャーを接続することによって、フィルタ捕集部の手前で排ガス中の水分

を除去し、円筒ろ紙への水の付着を防ぐことを行った。 

この対策により、円筒ろ紙が外れることを防止することができたが、排ガス中

のばいじんが多い場合ではフィルタ捕集部前に接続したインピンジャー内部にば

いじんがたまり内部の水が濁る現象が発生した。そのような現象が発生した場合、

採取後の前処理の段階でインピンジャー内部にたまった水をろ過し、水とばいじ

んを分離してそれぞれを前処理することで対応した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 円筒ろ紙が外れたフィルタ捕集部の状況 
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３ 今後の対応について 

煙道排ガス調査では、ダイオキシン類、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素、窒素

酸化物及び一酸化炭素が検査項目となっている。この測定項目のなかでダイオキシ

ン類は試料採取に４時間以上吸引することが必要となり、試料採取の時間が最も長

くかかることとなる。そのため、ダイオキシン類の試料採取を速やかに開始するこ

とが、煙道排ガス調査全体に要する作業時間を短縮させ、迅速な調査につながると

考えられる。今年度の調査では、試料採取前の準備段階で発生する不具合により試

料の採取が遅れる事例や、不具合により試料の採取を一時中断する必要が生じる事

例等、作業時間に支障が生じることが多く見られた。 

今年度の調査で発生した不具合に対する対応・改善等を次回以降の調査に活かす

ことで、円滑に作業を進めることができるように努めていくこととしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ダイオキシン類の試料採取状況 

 

 

空のインピンジャーを接続 
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